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徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
肥
料
の
登
録
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
の
で
、
同
法
第
十
六

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

生
産
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

変
更
年
月
日

旧

新

徳
島
県

魚
か
す
粉
末

四
・
五
―
一
九
・
〇
フ
ィ
ッ

鳴
門
化
学
産
業
株
式
会
社

株
式
会
社
エ
ヌ
・
シ
ー
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ

令
和
二
年
五
月
十
二
日

第
四
〇
三
号

シ
ュ
ボ
ー
ン

徳
島
県
板
野
郡
松
茂
町
豊
久
字
豊
久
開
拓

ョ
ン

五
二
四
番
地

徳
島
県
板
野
郡
松
茂
町
中
喜
来
字
福
有
開

拓
三
〇
八
番
地
一
五

徳
島
県

同

五
・
〇
―
二
〇
・
〇
フ
ィ
ッ

同

同

同

第
四
〇
六
号

シ
ュ
ボ
ー
ン

徳
島
県

混
合
有
機
質
肥
料

有
機
質
肥
料
四
号

同

同

同

第
四
四
四
号

徳
島
県

同

有
機
質
肥
料
五
号

同

同

同

第
四
四
五
号

徳
島
県

魚
か
す
粉
末

七
・
〇
魚
か
す

同

同

同

第
四
四
六
号

徳
島
県

同

七
・
五
魚
か
す

同

同

同

第
四
四
七
号



徳
島
県

同

七
一
〇
魚
か
す

同

同

同

第
四
六
〇
号

徳
島
県

同

四
・
五
―
二
〇
・
〇
フ
ィ
ッ

同

同

同

第
四
六
七
号

シ
ュ
ボ
ー
ン



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

平
成
十
二
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号（

肥
料
取
締
法
施
行
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
表
示
を
要
す

る
普
通
肥
料
及
び
そ
の
表
示
事
項
を
定
め
る
件）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

令
和
二
年
八
月
七
日

、

か
ら
施
行
す
る
。

な
お

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
肥
料
取
締
法（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号）

第
四
条
第

、

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
登
録
を
受
け

又
は
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く

、

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
へ
の
届
出
が
さ
れ
た
肥
料
に
つ
い
て
は

当
分
の
間

な
お
従
前
の
例
に

、

、

よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

表
の
５
の
項
及
び
６
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５
動
物
由
来
た
ん
白
質
（
飼
料
及
び

飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す

こ
の
肥
料
に
は
，
動
物
由
来
た
ん
白
質
が
入
っ
て

る
省
令
（
昭
和
５
１
年
農
林
省
令
第

い
ま
す
か
ら
，
家
畜
等
の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で

３
５
号
）
別
表
第
１
の
２
の
⑴
に
定

保
管
し
，
又
は
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

め
る
動
物
由
来
た
ん
白
質
で
あ
っ
て

，
同
⑴
の
表
の
第
２
欄
に
定
め
る
確

(注
)
動
物
由
来
た
ん
白
質
の
次
に
（

）
を
付
し
，
（

認
済
ゼ
ラ
チ
ン
等
以
外
の
も
の
を
い

）
の
中
に
そ
の
由
来
す
る
動
物
種
を
記
載
す
る
こ

う
。
以
下
同
じ
。
）
が
原
料
と
し
て

と
が
で
き
る
。

使
用
さ
れ
た
普
通
肥
料
（
６
に
掲
げ

記
載
例

る
も
の
を
除
く
。
）

こ
の
肥
料
に
は
，
動
物
由
来
た
ん
白
質
（
豚
に
由

来
す
る
も
の
）
が
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
，
家
畜
等
の

口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
保
管
し
，
又
は
使
用
し
て

く
だ
さ
い
。

６
動
物
由
来
た
ん
白
質
が
原
料
と
し

て
使
用
さ
れ
た
普
通
肥
料
の
う
ち
，

こ
の
肥
料
に
は
，
牛
等
由
来
た
ん
白
質
が
入
っ
て

牛
，
め
ん
羊
又
は
山
羊
に
由
来
す
る

い
ま
す
か
ら
，
家
畜
等
の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で

動
物
由
来
た
ん
白
質
が
原
料
と
し
て

保
管
し
，
又
は
使
用
し
，
家
畜
等
に
与
え
た
り
，
牧

使
用
さ
れ
た
も
の
又
は
原
料
事
情
等

草
地
等
に
施
用
し
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

に
よ
り
使
用
す
る
場
合
が
あ
る
も
の

(注
)
牛
等
由
来
た
ん
白
質
の
次
に
（

）
を
付
し
，
（

）
の
中
に
そ
の
由
来
す
る
動
物
種
を
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

記
載
例

こ
の
肥
料
に
は
，
牛
等
由
来
た
ん
白
質
（
牛
又
は



豚
に
由
来
す
る
も
の
）
が
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
，
家

畜
等
の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
保
管
し
，
又
は
使

用
し
，
家
畜
等
に
与
え
た
り
，
牧
草
地
等
に
施
用
し

た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
し
、
令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
八
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
指
定
の
解
除
の
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
指
定
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
森
林
所
有
者
等
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
の
期

間
の
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
指
定
の
解
除
の
案
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
二
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
区
域

三
好
市
東
祖
谷
菅
生
四
五
九
の
一
及
び
四
六
〇
の
一
か
ら
四
六
〇
の
三
ま
で
並
び
に
東
祖
谷
久
保
九

六
九
の
一
、
九
七
四
の
二
、
九
七
六
、
九
七
八
か
ら
九
八
〇
ま
で
、
九
八
二
及
び
九
八
三

三

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号

七
七
○－

八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
農
林
水
産
部
ス
マ
ー
ト
林
業
課
森
林
企
画
担
当

電
話
番
号

○
八
八－

六
二
一－

二
四
四
九



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

土
地
改
良
区
の
名
称

阿
南
東
部
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

柳

本

強

柳

本

強

阿
南
市
富
岡
町
玉
塚
三
八

同

島

田

薫

同

西
路
見
町
元
村
一
六
八

同

横

手

常

悦

横

手

常

悦

同

畭
町
新
は
り
一
二
四
―
二

同

淺

田

凖
次
郎

淺

田

凖
次
郎

同

日
開
野
町
竹
ノ
ハ
ナ
二
五
三

同

幸

田

裕

同

七
見
町
東
居
内
二
三
三

同

浅

野

勉

同

才
見
町
浜
戸
三
三

同

福

本

成

幸

同

野
中
三
一

同

岡

久

泰

同

見
能
林
町
貞
成
二
四

同

丸

山

勇

同

西
添
三
二

同

尾

﨑

武

則

同

中
林
町
鎧
石
五
八

同

粟
飯
原

豊

弘

同

大
切
五
〇

同

米

田

將

信

同

見
能
林
町
南
林
二
六

同

八

木

繁

明

八

木

繁

明

同

青
木
二
三
八

同

吉

原

知

明

同

津
乃
峰
町
長
浜
三
〇
五

同

上

手

義

雄

上

手

義

雄

同

新
浜
四
九
―
三

同

西

条

稔

同

西
路
見
町
元
村
九
一

同

北

條

憲

治

同

七
見
町
東
居
内
二
四
四

同

小

松

康

宏

同

才
見
町
高
池
二
一

同

若

木

敏

明

同

上
才
見
六

同

岡

久

誠

一

同

見
能
林
町
東
浦
五
五

同

上

田

計

幸

同

中
林
町
林
崎
四
三

同

横

手

茂

同

長
尾
四
五
―
一

同

森

茂

同

南
林
五
九
―
二

同

與
能
本

敏

幸

同

見
能
林
町
南
林
四
四

同

豊

田

久

光

同

津
乃
峰
町
長
浜
二
五
〇
―
七

監

事

幸

田

智

敏

同

領
家
町
天
神
前
四
四
五
―
三

同

篠

原

正

同

中
林
町
浜
戸
五
〇

同

天

羽

弘

志

天

羽

弘

志

同

見
能
林
町
林
崎
一
〇
〇

同

遠

藤

宣

英

同

学
原
町
前
田
九
―
八

同

岡

久

泰

同

見
能
林
町
貞
成
二
四



徳
島
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

土
地
改
良
区
の
名
称

島
尻
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

光

岡

守

阿
南
市
那
賀
川
町
島
尻
六
四
八

同

島

本

博

同

六
二
二

同

酒

本

敏

博

同

六
六
一

同

森

本

義

雄

同

一
五
五
―
一

同

中

田

壽

同

三
八
八
―
一

同

久

米

好

仁

久

米

好

仁

同

一
四
一
―
七

同

中

田

正

敏

同

六
一
五
―
三

同

磯

部

茂

彰

同

六
一
二
―
二

同

佐

藤

和

明

同

六
○
四

同

浦

田

春

雄

同

四
七
二

同

岸

本

悦

子

同

四
四
五
―
二

監

事

長

尾

聰

同

三
八
一

同

川

章

子

同

五
九
五
―
一

同

太

田

茂

同

四
○
三
―
一

同

藤

岡

哲

同

一
七
三



徳
島
県
告
示
第
五
百
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

三
好
市
池
田
町

令
和
二
年
六
月
十
七
日

池
田
土
地
改
良
区

三
好
市
池
田
町

同

十
八
日

箸
蔵
土
地
改
良
区

三
好
市
三
野
町

同

三
野
町
清
水
土
地
改
良
区

板
野
郡
藍
住
町

同

十
九
日

川
口
土
地
改
良
区

小
松
島
市
横
須
町

同

田
浦
堰
土
地
改
良
区

吉
野
川
市
鴨
島
町

同

二
十
二
日

敷
地
土
地
改
良
区

吉
野
川
市
鴨
島
町

同

寺
谷
土
地
改
良
区

鳴
門
市
大
麻
町

同

七
月
二
日

市
場
土
地
改
良
区

小
松
島
市
芝
生
町

同

六
日

田
野
芝
生
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
五
百
一
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
を
し
た
い
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

告
示
し
、
令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
指
定
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
森
林
所
有
者
等
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
の
期
間
の
満

了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
指
定
案
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
の
種
別

第
一
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
を
し
よ
う
と
す
る
区
域

三
好
市
東
祖
谷
菅
生
四
五
九
の
一
及
び
四
六
〇
の
一
か
ら
四
六
〇
の
三
ま
で
並
び
に
東
祖
谷
久
保
九

六
九
の
一
、
九
七
四
の
二
、
九
七
六
、
九
七
八
か
ら
九
八
〇
ま
で
、
九
八
二
及
び
九
八
三

三

縦
覧
場
所
及
び
意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号

七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
農
林
水
産
部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林
整
備
課
林
地
保
全
担
当

電
話
番
号

○
八
八
―
六
二
一
―
二
四
五
〇



徳
島
県
告
示
第
五
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局
徳
島
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

名
東
郡
佐
那
河
内
村
下
字
日

ノ
浦
九
三
番
地
先
か
ら

旧

四
・
五
〜
一
四
・
七

一
九
〇
・
〇

８

勝
浦
佐
那

同

１

河
内

八
六
番
二
地
先
ま
で

同

新

五
・
九
〜
一
九
・
五

一
九
〇
・
〇



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称

県
立
学
校
校
内
Ｌ
Ａ
Ｎ
更
新
業
務

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
政
策
課
政
策
調
整
担
当

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
六
月
三
十
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

ア
ラ
イ
ド
テ
レ
シ
ス
株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
西
五
反
田
七
丁
目
二
一
番
一
一
号

五

落
札
金
額

三
億
七
千
四
百
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
二
年
五
月
二
十
日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

一

政
党
の
支
部

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

自

由

民

主

党

徳

島

県

名

西

郡

第

一

支

部

有

持

益

生

令

和

二

年

七

月

一

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
の
氏
名

解
散
年
月
日

阪

口

克

己

後

援

会

阪

口

克

己

令

和

二

年

七

月

七

日

有

持

ま

す

お

後

援

会

有

持

益

生

令

和

二

年

七

月

一

日


